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国
の
届
出
「
医
師
」
数
は
、

2
0
1
6
年
12
月
末
時
点

で
31
万
9
4
8
0
人（
人
口
10
万

人
対
2
5
1
・
7
）
と
な
っ
て
お
り
、

1
9
8
4
年
の
18
万
1
1
0
1
人

（
同
1
5
0
・
6
）、2
0
0
0
年
の

25
万
5
7
0
2
人（
同
2
0
1
・
5
）か

ら
増
加
し
た
。こ
れ
は
、医
学
部
入
学

定
員
数
を
1
9
8
4
年
の
8
2
8
0

人
か
ら
2
0
0
7
年
の
7
6
2
5
人

ま
で
抑
制
し
た
後
、医
師
不
足
に
対
応

す
る
た
め
、既
存
医
学
部
定
員
増
、医

学
部
新
設
2
大
学
に
よ
り
18
年
度
に

9
4
1
9
人
へ
と
増
員
さ
れ
た
こ
と

や
、11
年
以
降
人
口
減
少
社
会
に
な
っ

た
こ
と
、な
ど
に
よ
る
。

　

厚
生
労
働
省
の
推
計（
19
年
2
月
）

に
よ
る
と
、全
国
3
3
5
の「
2
次
医

療
圏
」の
う
ち
36
年
時
点
で
必
要
医
師

数
不
足
は
2
2
0
圏
域
・
約
2
万
4
千

人
で
、他
方
、60
圏
域
で
約
4
万
2
千

人
過
剰
と
見
込
ま
れ
て
お
り
、医
師
不

足
圏
域
に
医
師
を
増
員
し
て
も
全
体

で
1
万
8
千
人
が
余
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
推
計
は
医
師
の
地
域
別
・
診
療

科
別
の
偏
在
を
考
慮
し
て
お
ら
ず
、

20
年
度
以
降
、
都
道
府
県
が
主
体
と

な
っ
て
偏
在
是
正
対
策
を
進
め
、「
医

師
少
数
区
域
」
に
お
い
て
重
点
的
に

医
師
を
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
に
な

る
。
診
療
科
別
の
必
要
医
師
数
を
み

る
と
、と
く
に
外
科
は
16
年
の
医
師
数

2
万
9
0
8
5
人
に
対
し
て
36
年
に

3
万
3
4
4
8
人
と
大
幅
増
が
必
要

な
一
方
、精
神
科
は
約
1
7
0
0
人
少

な
く
て
も
足
り
る
見
通
し
と
な
っ
て

い
る
。

　

ま
た
、今
回
新
た
に
設
定
さ
れ
た「
医

師
偏
在
指
標
」（
全
国
2
3
8
・
3
）に

よ
る
と
、最
も
不
足
し
て
い
る
の
は
岩

手
県
の
1
6
9
・
3（
2
次
医
療
圏
で

は
北
秋
田
市
な
ど
の「
北
秋
田
」医
療

圏
69
・
6
）、最
も
充
足
し
て
い
る
の
は

東
京
都
の
3
2
9
・
0（
東
京
都
の「
区

中
央
部
」医
療
圏
7
5
9
・
7
）と
地
域

間
の
格
差
は
大
き
く
、宮
城
を
除
く
東

北
各
県
な
ど
16
県
が
医
師
を
確
保
で

き
な
い
と
見
込
ま
れ
て
い
る
。

　

高
度
急
性
期
か
ら
急
性
期
・
回
復
期
・

慢
性
期
そ
し
て
介
護
に
至
る
ま
で
、患

者
が
そ
の
心
身
の
状
態
に
合
っ
た
適

切
な
医
療
を
病
床
・
施
設
や
居
宅
で
切

れ
目
な
く
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る

た
め
に
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
医
療
圏
の
人

口
動
態
、疾
病
構
造
の
変
化
等
を
見
据

え
て
、医
療
圏
ご
と
の
医
療
機
能
の
分

化
・
連
携
の
推
進
や
、在
宅
医
療
・
介
護

の
体
制
整
備
、在
宅
医
療
・
介
護
を
担

う
医
師
と
専
門
職
能
の
養
成
確
保
な

ど
が
課
題
と
な
っ
て
く
る
。ま
た
、医

師
の
働
き
方
改
革
・
長
時
間
労
働
対
策

や
今
後
増
加
が
予
想
さ
れ
る
女
性
医

師
に
つ
い
て
適
切
な
配
慮
も
不
可
欠

で
あ
る
。

　

20
年
以
降
の
医
学
部
入
学
定
員
に

つ
い
て
は
、将
来
見
通
し
を
踏
ま
え
て
、

政
府
に
お
い
て
今
後
の
取
り
扱
い
が

判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。そ
の
場
合
、

地
域
で
一
定
期
間
医
業
に
就
く
こ
と

を
義
務
付
け
る「
地
域
枠
」に
つ
い
て

は
、地
域
へ
の
定
着
状
況
な
ど
を
見
極

め
た
検
証
と
再
配
分
が
必
要
と
な
る
。

　

そ
の
ほ
か
、地
元
出
身
者
枠
の
設
定

や
、医
師
の
足
り
な
い
地
域
で
働
く
医

師
の
認
証
制
度
の
創
設
も
検
討
課
題

に
な
る
よ
う
だ
が
、国
民
皆
保
険
制
度

の
本
旨
に
沿
っ
た
医
師
の
過
不
足
対

策
が
適
切
に
講
じ
ら
れ
る
よ
う
に
す

る
た
め
に
は
、健
保
組
合
な
ど
保
険
者

と
し
て
も
こ
の
問
題
に
積
極
的
な
関

心
を
持
っ
て
臨
み
、「
保
険
医
登
録
」の

制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
積
極
的

に
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

全

医師の養成と国民皆保険の
本旨に沿った適正配置
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